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尼崎市企画財政局技術監理部建築課 

 

 

 
※本特記仕様書の内容に関して質問がある場合は、質問書（任意書式）

に内容を簡潔に記入し、入札日初日の 3日前（土・日・祝日除く）まで

に次のとおり提出すること。 

※プロポーザル方式の場合は募集要領による。 

 

【提出先】 

尼崎市東七松町 1 丁目 23 番 1 号 中館 9階 

 企画財政局技術監理部建築課長 

  電子メール：ama-kenchiku-jimu@city.amagasaki.hyogo.jp 
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建築工事設計業務特記仕様書  

  

Ⅰ 業務概要 

  

 １．業務名称   西消防署新築工事設計業務委託 

  

 ２．計画施設概要 

    本業務の対象となる施設の概要は次のとおりとする。 

(1) 施設名称  西消防署 

(2) 敷地の場所 尼崎市浜田町 4丁目 45-1 

(3) 施設用途  消防署 

 

 ３．適 用  

    本特記仕様書に記載された特記事項については「 」印が付いたものを適用する。また、 

表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用 

する。 

  

 ４．設計与条件 

(1) 敷地の条件 

(a) 敷地の面積  約 2,200 ㎡ 

(b) 用途地域及び地区の指定 

用途地域： 近隣商業地域、第一種住居地域、第二種住居地域 

防火地域： 防火地域  準防火地域 ☐法 22条地域 ☐指定なし 

高度地区：☐第 1種高度地区 ☐第 2種高度地区  第 3種高度地区 

 第 4種高度地区 ☐第 5種高度地区 ☐指定なし 

その他：☐  

 

(2) 施設の条件 

  【消防署】 

(a) 延べ面積  約 1,300 ㎡ 

(b) 主要構造  基本設計にて決定 

(c) 目標使用年数  65 年 ☐80 年 ☐その他（  年） 

(d) 耐震安全性の分類 

① 構造体       Ⅰ類 

② 建築非構造部材   A 類 

③ 建築設備      甲類 

耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25年 3 月 29 日付 

け 国営計第 126 号、国営整第 198 号、国営設第 135 号）による（以下同じ。）。 

(e) 建築物の類型    第（ 十二 ）号 第（ ２ ）類 
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建築物の類型は、令和 6 年国土交通省告示第 8 号別添二による（以下同じ。）。 

  

【その他付帯工事】 

外構工事 

 

(3) 建設の条件 

(a) 予定工事費  未定 

(b) 建設工期   14 か月 

  

  (4) 設計条件の資料 

     設計条件については、次の資料による。 

      企画書 

     ☐基本設計書 

      ☐その他資料 

 

  (5) 履行期間 

     契約締結の日から令和 9年 11 月 30 日までとする。 

 

(6) 工事監理委託予定 

      予定あり（在駐）  ☐予定なし 

   但し、当市の諸事情により変更となる可能性があります。 

 

Ⅱ 業務仕様 

   業務の内容は、令和 6 年国土交通省告示第 8 号（以下「告示」という。）別添一第１項に 

掲げるものとし、内容及び範囲は次のとおりとする。 

  

 １．設計業務の内容及び範囲 

  (1) 一般業務の範囲  

(a) 基本設計に関する標準業務 

 建築（総合） 

 建築（構造） 

 電気設備（昇降機等を含む） 

 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備等） 

(b) 実施設計に関する標準業務（但し、設計意図の伝達業務を除く） 

 建築（総合） 

 建築（構造） 

 電気設備（昇降機等を含む） 

 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備等） 

  



4 

 

  (2) 追加業務の内容及び範囲  

      建築積算   （積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の作成 

見積収集、見積検討資料の作成） 

      電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の作成 

見積収集、見積検討資料の作成） 

 機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の作成 

見積収集、見積検討資料の作成） 

 透視図作成 

〔種類（ カラー ） 判の大きさ（ A3 ） カット枚数（ 4 ） 額の有無（ 有 ） 

材質（ アルミ ）  電子データ（ 有 ）〕 

☐模型製作 

〔縮尺（  ） 主要材料（  ） ケースの有無（  ） 材質（  ）〕 

☐模型の写真撮影  

〔カット枚数（  ） 判の大きさ（  ） 白黒・カラーの別（  ） 

電子データ（  ）〕 

 計画通知又は建築確認申請（建築基準関係規程（みなし規定を含む。）等に係る法令・

条例に関する許認可等を含む。）に関する手続及びこれに付随する詳細協議（関係機関

との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項への対応（質疑応答、書類の修正等）

等は一般業務に含まれる。手数料の納付は含まない。） 

 各種法令・条例（建築基準関係規程（みなし規定を含む。）等に係る法令・条例を除

く。）に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、手続及びこれに付随する詳細協議

（手数料の納付は含まない。） 

☐現況調査報告書（調査対象建築物概要書、既存不適格調書チェックリスト等を含む）の

作成 

☐市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請に関する手続（標識看板の

作成、設置報告書等の届出）（手数料の納付は含まない。） 

☐防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請に関する手続（手数料の納

付は含まない。） 

 概略工事工程表の作成 

☐災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設

計等における特別な検討及び資料の作成（建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な

検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等） 

 エネルギー消費性能関係計算書の標準入力法による作成 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。以下

「建築物省エネ法」という。）第 12 条第２項に規定する手続（手数料の納付を含まな

い。） 

 建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ：評価 Aランク以上）による評価書の

作成 

 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。） 

 ＢＥＬＳ認証に関する資料の作成及び申請に関する手続（手数料の納付は含まない。） 
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☐再生資源利用計画書の作成 

☐再生資源利用促進計画書の作成 

☐設計住宅性能評価の資料作成及び申請手続き 

 現況測量調査（測量事務所による平面測量と高低測量共） 

 土質調査（別添：土質調査仕様書による） 

 テレビ電波障害の調査（6ポイント）と障害予想区域図の作成 

☐日影図の作成（既存建物） 

 尼崎市都市美アドバイザー会議への出席及びデザイン協議に必要な図書の作成 

 

  

 ２．業務の実施 

(1) 一般事項  

(a) 設計図書の作成は、尼崎市設計図書作成基準及び尼崎市公共施設設計基準に基づき行

う。 

(b) 基本設計業務は、提示された設計条件及び適用基準に基づき行う。 

(c) 実施設計業務は、提示された設計条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 

(d) 積算業務は、市の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 

(e) 「業務主任担当者」とは、委託業務の履行についてその内容の管理をつかさどる者（委

託業務に関し、主として指揮及び監督を行う者をいう。）で、業務委託契約約款第２条

の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 

(f) 「各主任担当技術者」とは、業務主任担当者の下で各分担業務分野における担当技術者

を統括する役割を担う者をいう。 

(g) 業務の一部を再委託する場合は、尼崎市公共調達基本条例に則り尼崎市内事業者の活用

に努めるものとする。 

(h) 設計にあたっては、工事現場の生産性向上（省力化及び工事日数短縮）に配慮する。 

(i) 「建設工事公衆災害防止対策要綱」（令和元年 国土交通省告示第 496 号）に基づき、現

場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めるとと

もに、施工時に留意すべき事項がある場合には、成果物に明示する。 

(j) 「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」（令和 2年 10 月

全国営繕主管課長会議）を踏まえ、手戻り防止のための設計業務のプロセス管理に努め

るものとする。 

   (2) 適用基準等  

      本業務に市及び国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受託者は

業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を

実施しなければならない。なお、原則、年度を記載しているもの以外は最新版を適用す

る。（市が履行期間中に適用年度を改定した場合は、その指示による。） 

 
(a) 共 通                                       

 尼崎市設計図書作成基準 ※貸与 

 尼崎市公共施設等総合管理計画  

 第 1次尼崎市公共施設再編計画  

 第 1次尼崎市公共施設保全計画  
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 尼崎市公共建築物における木材利用促進に関する方針  

 尼崎市公共施設設計基準【基本方針】 ※貸与 

 尼崎市公共施設設計基準 ※貸与 

 尼崎市建築工事積算基準 ※貸与 

☐尼崎市耐震診断・耐震補強設計業務委託共通仕様書 ※貸与 

 官庁施設の基本的性能基準  

 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン  

 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説  

 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説  

 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計 

指針 

 

 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説  

 鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説  

 建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事  

 官庁施設の環境保全性能基準  

 官庁施設の防犯に関する基準  

 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準  

 公共建築工事積算基準及び同解説  

 公共建築工事共通費積算基準   

 公共建築工事標準単価積算基準   

 公共建築工事積算基準等資料  

 建築物解体工事共通仕様書（令和 4年版）・同解説 （令和 5年版） 

☐官庁営繕事業におけるＢＩＭモデルの作成及び利用に関す

るガイドライン 

 

☐ＢＩＭ適用事業における成果品作成の手引き（案）  

 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

防止対策徹底マニュアル 

 

☐  

 

(b) 建 築                                      

 建築工事設計図書作成基準  

 建築工事設計図書作成基準の資料  

 敷地調査共通仕様書  

 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （令和 7年版） 

 建築工事監理指針 （令和 7年版） 

 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （令和 7年版） 

 建築改修工事監理指針 （令和 7年版） 

 建築設計基準  

 建築設計基準の資料  

 建築構造設計基準  

 建築構造設計基準の資料  

 標準配筋要領図・標準図（公共建築工事標準仕様書、（一

社）日本建築学会発行鉄筋コンクリート造配筋指針・同

解説又は（一社）関西建築構造設計事務所協会発行のい

ずれかを使用すること） 

 

 建築工事標準詳細図  
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 構内舗装・排水設計基準  

 構内舗装・排水設計基準の資料  

☐外壁改修工事設計業務調査報告書作成マニュアル ※貸与 

☐  

 

(c) 建築積算                                    

 公共建築数量積算基準  

 建築数量積算基準・同解説  

 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）  

 建築工事内訳標準書式・同解説  

 公共建築工事見積標準書式（建築工事編）  

 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン概算工

事費算出標準書式  

 

 営繕工事積算チェックマニュアル（建築工事編）  

☐  

 

(d) 設備                                       

 建築設備計画基準  

 建築設備設計基準  

 建築設備工事設計図書作成基準  

 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （令和 7年版） 

 電気設備工事監理指針 （令和 7年版） 

 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （令和 7年版） 

 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （令和 7年版） 

 機械設備工事監理指針 （令和 7年版） 

 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （令和 7年版） 

 雨水利用・排水再利用設備計画基準  

 建築設備耐震設計・施工指針（(一財)日本建築センター）  

 建築設備設計計算書作成の手引（(一社)公共建築協会）  

 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメント

ガイドライン 

 

☐  

 

 (e) 設備積算                                    

 公共建築設備数量積算基準  

 公共建築設備数量積算基準・同解説  

 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）  

 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）・同解説  

 公共建築工事見積標準書式（設備工事編）  

 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン概算工

事費算出標準書式 

 

 営繕工事積算チェックマニュアル（電気設備工事編・機械設

備工事編） 

 

☐  
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  (3) 提出書類 

 建築士法第 24条の 7の規定に基づく重要事項説明 

   ※建築士事務所の業として設計及び工事監理を行うものは契約締結前に行うこと。 

 建築士法第 22条の 3の 3の規定に基づく記載事項 

   ※建築物の規模及び新築、増築、改築、改修の別にかかわらず全ての設計及び工事監理 

を対象とする。（再委託する場合は、別途、再委託申請書の手続きによる承認が必要) 

    ※必要契約締結前までに市の指定様式（別紙）に必要事項を記載して提出すること。

（別紙は、建築士事務所の業として設計及び工事監理を行わない場合も必要とする。） 

 建築士法第 24条の 8の規定に基づく書面の交付 

   ※建築士事務所の業として設計及び工事監理を行うものは契約締結後遅滞なく行うこ 

と。（建築士法第 22 条の 3の 3に基づく書面による契約を行った場合は除く。） 

  工事設計業務着手届      契約締結後 7日以内 

 設計担当者届         契約締結後 7日以内 

 業務主任担当者経歴書     契約締結後 7日以内 

 各主任担当技術者経歴書    契約締結後 7日以内 

 再委託承認申請書       契約締結後 7日以内 

 協力事務所届         契約締結後 7日以内 

  設計工程表          契約締結後 7日以内 

 業務委託完了報告書      設計業務完了時 

 納品書            設計業務完了時 

 請求書            設計業務完了時 

  業務実績情報の登録 

    不要 

 ☐要：受託者は、公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）に「業務カルテ」を登

録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、市の承諾を受ける。また、業

務完了時には、登録されることを証明する資料として、市の確認を受けた書面を

提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。その後、業務カルテ受領

書の写しを市に提出する。 

      

  (4) 業務主任担当者及び主任担当技術者の資格要件 

☐なし。 

    募集要領による。 

 

  (5) 貸与品等 

貸 与 品 等 

 適用基準等のうち、貸与するもの 

 特記仕様書 

 

以下の資料がある場合は別紙参照 
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☐既存建築物等の計画通知又は建築確認申請（確認済証、検査済証）一覧 

☐既存建築物設計図書一式 

☐既存工作物設計図書一式 

☐既存敷地調査資料（柱状図） 

☐類似設計図書 

☐類似設計 CAD データ 

☐参考設計図書 

☐参考設計 CAD データ 

※貸与品は、業務委託終了後すみやかに市へ返却すること。 

 

  (6) 打合せ及び記録 

(a) 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、市に提出する。 

① 業務着手時  

② 市又は業務主任担当者が必要と認めた時 

③ その他（          ） 

 

(7) 成果物等の情報の適正な管理 

    (a) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、成果物等の情報を適正に管理する。な

お、市は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認

められる場合には、是正を求めることができるものとする。 

成果物等とは、 

1) 業務の成果物（未完成の成果物を含む。） 

2) その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの等とし、紙媒

体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。 

① 市の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、

提供するなど（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む）しない。 

② 業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範囲

について行う。 

③ 成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、市

が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子デ

ータによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必

要となる措置を講ずる。 

④ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。 

⑤ 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、 

Ⅱ２．(5)により市に返却する。また、複製等については、適切な方法により消

去又は廃棄する。 

(b) 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、

速やかに市に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 

(c) 上記(a)及び(b)の規定は、契約終了後も対象とする。 

(d) 上記(a)、(b)及び(c)の規定は、協力者等に対しても対象とする。 
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  (8) その他、業務の履行に係る条件等 

(a) 指定部分の範囲  （基本設計） 

 指定部分の履行期限（令和 9年 2月 28 日まで ） 

(b) 中間報告 

設計業務の中間時点において業務主任担当者が各業務の進捗を確認し、市に中間報告

を行うこと。また、中間報告時点の設計チェックリストを提出すること。 

(c) 再委託について 

1) 受託者は、業務の全部を一括して、又は本委託の主要な部分を第三者に委託し、又 

  は請け負わせてはならない。 

2) 受託者は、事前に書面により委託者の承諾を得た場合に限り、本委託の主要な部分

を除く業務の一部を再委託（第三者に委託し、又は請け負わせることをいう。以下

同じ。）することができる。 

3) 受託者は、再委託の契約を締結した第三者（以下「再委託先」という。）に、二次

以下の再委託をさせてはならない。ただし、業務の性質その他の理由で、真にやむ

を得ない場合はこの限りではない。 

4) 前号ただし書きを適用する場合、第２号の規定を準用する。 

5) 受託者は、委託者に対して、再委託先（二次以下の再委託を含む。この号及び次号

において同じ。）が第２号（第４号で準用する場合を含む。）で規定する承諾に基づ

き行う本委託の一部の業務（以下「再委託業務」という。）を履行するに当たり行

った、全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

6) 再委託先が再委託業務の履行において、委託者に損害が発生した場合、受託者はそ

の損害を賠償しなければならない。 

(d) 成果物の取扱いについて 

成果物を提出するとき、受託者は責任ある審査を行い、市の承諾を得た上で成果物

（設計図書は、新築、改修ともに市担当者の承諾を得た上で、建築士法に基づき、当

該設計図書に責任を有する設計者(会社名及び管理建築士又は設計者)の記名及び必要

に応じて免許の種類、免許番号を記入し、原図を提出する。）を提出すること。提出さ

れたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の受託者に貸与し、当該工事にお

ける施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することが

ある。（添付の設計著作権の特約条項参照） 

(e) 写真の著作権の権利等について 

受託者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

①写真は、市が行う事務並びに市が認めた公的機関の広報に無償で使用することがで

きる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

②次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ市の承諾を受けた場合

は、この限りではない。） 

1) 写真を公表すること。 

2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

(f) 設計の進め方について 

① 初回及び中間の重要な設計打合せには、業務主任担当者、各主任担当技術者、担当

技術者が同席すること。 
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② 業務主任担当者は、工事設計業務の進行過程において、建築設計と設備設計の調

整・検討を行い、市に報告すること。 

③ 工事設計業務の進行過程において、適宜経過を市に報告し、確認を受けること。 

④ 工事設計業務に関する打合せ記録は、全て受託者が記録し、適宜写しを市に提出

し、確認を受けること。 

⑤ 設計金額が工事予算額を超えないよう、留意して設計すること。工事予算額を超過

した場合、設計及び積算の修正を行うこと。 

(g) 修補 

① 受託者は、市から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならな

い。 

② 受託者は、業務委託契約約款に基づく委託業務の完了を確認するための検査に合格

しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 

なお、修補の期限及び修補完了の検査については、市の指示に従うものとする。 

(h) 支払い条件 

業務完了後、適法な請求を受けた日から３０日以内に一括払い 

(i) その他 

その他不明な事項は、市との協議により定める。 
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 ３．成果物、提出部数等    

(1) 基本設計 

成果物等  原図 写し 製本形態 
適用  

(Ａ１判以外は特記)  

(a) 建築（総合） 

 建築（総合）基本設計図書 

計画説明書 

仕様概要書 

仕上概要表 

    面積表及び求積図 

敷地案内図 

配置図 

    平面図（各階） 

断面図 

    立面図（各面） 

  工事費概算書 

  仮設計画概要書 

  概略工程表 

 ☐ 

各１部 

 

(  )部 

 

 Ａ３判 

 ＣＤ-Ｒによる提出 

(b) 建築（構造）  

 建築（構造）基本設計図書 

構造計画説明書 

構造設計概要書 

  工事費概算書 

 ☐ 

各１部 

 

(  )部 

 

 Ａ３判 

 ＣＤ-Ｒによる提出 

(c) 電気設備  

 電気設備基本設計図書 

 電気設備計画説明書 

電気設備設計概要書 

  工事費概算書 

 ☐ 

各１部 

 

(  )部 

 

 Ａ３判 

 ＣＤ-Ｒによる提出 

(d) 機械設備  

 機械設備基本設計図書 

機械設備計画説明書 

    機械設備設計概要書 

  工事費概算書 

 ☐ 

各１部 

 

(  )部 

 

 Ａ３判 

 ＣＤ-Ｒによる提出 
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(e) その他 

 透視図 

 ☐模型 

 ☐ 

各１部 

 

(  )部 

 

  ＣＤ-Ｒによる提出 

(f) 資料 

  各種技術資料 

  各記録書 

 建築物総合環境性能評価シス

テム(CASBEE)目標値報告書 

  エネルギー消費性能計算プロ

グラムの計算結果 

各一式 

 

(  )部 

 

  ＣＤ-Ｒによる提出 

(注)：構造、電気設備及び機械設備の成果物は、総合基本設計の成果物の中に含めることが

できる。  

：各設計図は市と協議の上、設計内容に応じて適宜必要な図面を作成すること。 

：成果物の設計図面は、市の指示により縮小二つ折りＡ４判製本各（１）部とし、設計 

原図はケース収納とする。 

：電子媒体（ＣＤ-Ｒ）の提出部数は（１）部とする。 

：新築及び増築に係る工事費概算書の作成に当たっては、「官庁施設の設計段階におけ

るコスト管理ガイドライン」による。 
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  (2) 実施設計 

成果物等 原図 写し 製本形態  
適用 

(Ａ１判以外は特記)  

(a) 建築（総合） 

  総合設計図 

建築物概要書 

特記仕様書 

仕上表 

面積表及び求積図 

敷地案内図 

配置図 

平面図（各階） 

断面図 

立面図（各面） 

矩計図 

展開図 

天井伏図（各階） 

平面詳細図 

部分詳細図（断面含む） 

建具表 

外構図 

仮設計画図 

 

  非構造部材計算書 

   工事費概算書 

   計画通知図書(各種届出書一

式) 

 ☐中高層建築物の届出書 

 ☐ 

各１部 

 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 ＣＤ-Ｒによる提出 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最終版をＰＤＦに

て納品のこと 
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成果物等 原図 写し 製本形態  
適用 

(Ａ１判以外は特記)  

(b) 建築（構造） 

  建築（構造）設計図 

特記仕様書 

構造基準図 

伏図（各階） 

軸組図 

部材断面表 

各部断面図 

標準詳細図 

各部詳細図 

 

  構造計算書 

  工事費概算書 

  計画通知図書 

 ☐  

各１部 

 

( )部 

 

    

 ＣＤ-Ｒによる提出 
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成果物等 原図 写し 製本形態  
適用  

(Ａ１判以外は特記)  

(c) 電気設備  

  電気設備設計図 

特記仕様書 

敷地案内図 

配置図 

電灯設備図 

動力設備図 

電気自動車用充電設備図 

電熱設備図 

雷保護設備図 

受変電設備図 

電力貯蔵設備図 

発電設備図 

構内情報通信網設備図 

構内交換設備図 

情報表示設備図  

映像・音響設備図 

拡声設備図 

誘導支援設備図 

テレビ共同受信設備図 

テレビ電波障害防除設備図    

監視カメラ設備図 

駐車場管制設備図 

防犯・入退室管理設備図 

火災報知設備図 

中央監視制御設備図 

構内配電線路図 

構内通信線路図 

エレベーター設備図 

 

  電気設備設計計算書 

  工事費概算書 

  計画通知図書 

 ☐中高層建築物の届出書 

  非常照明の計算書及び照度分

布図 

 ☐ 

各１部 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

( )部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 ＣＤ-Ｒによる提出 
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成果物等 原図 写し 製本形態  
適用  

(Ａ１判以外は特記)  

(d) 機械設備  

  機械設備設計図 

特記仕様書 

敷地案内図 

配置図 

空気調和設備図 

換気設備図 

排煙設備図 

自動制御設備図 

衛生器具設備図 

給水設備図 

排水設備図 

給湯設備図 

消火設備図 

厨房設備図 

ガス設備図 

浄化槽設備図 

排水再利用設備図 

雨水利用設備図 

ごみ処理設備図 

 

 機械設備設計計算書 

  工事費概算書 

  計画通知図書 

 ☐中高層建築物の届出書 

 ☐  

各１部 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ( )部  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 ＣＤ-Ｒによる提出 

  

 

(e) 建築積算 

 建築工事積算数量算出書 

 建築工事積算数量算出書の   

うち建築工事積算数量調書 

 見積書等関係資料 

  営繕工事積算チェックマニュ

アル・チェックリスト、チェ

ックシート（建築工事編） 

 単価資料（刊行物はコピー） 

各１部 

 

( )部   

  

  

  

 ＣＤ-Ｒによる提出 
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 拾い出し図面 

☐ 

(f) 電気設備積算 

  電気設備工事積算数量算出書  

  電気設備工事積算数量算出書    

のうち電気設備工事積算数量

調書 

  見積書等関係資料 

  営繕工事積算チェックマニュ

アル・チェックリスト、チェ

ックシート（電気設備工事

編） 

  単価資料（刊行物はコピー） 

 拾い出し図面 

 ☐ 

各１部 

 

 ( )部   

 

  

  

 ＣＤ-Ｒによる提出 

  

  

(g) 機械設備積算 

  機械設備工事積算数量算出書  

  機械設備工事積算数量算出書

のうち機械設備工事積算数量

調書 

  見積書等関係資料 

  営繕工事積算チェックマニュ

アル・チェックリスト、チェ

ックシート（機械設備工事

編） 

  単価資料（刊行物はコピー） 

 拾い出し図面 

 ☐ 

各１部 

 

 ( )部   

 

  

  

 ＣＤ-Ｒによる提出 

  

  

(h) その他 

  透視図 

 ☐模型 

 ☐模型の写真 

 ☐防災計画書 

  建築物エネルギー消費性能確

保計画 

  建築物のエネルギー消費性能

の確保のための構造及び設備

に関する計画 

  省エネルギー関係計算書 

 概略工事工程表 

各１部 

 

 

 

 ( )部 

 

    

 ＣＤ-Ｒによる提出  

  

☐ＣＤ-Ｒによる提出 
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  建築物総合環境性能評価シス

テム (CASBEE) による評価書 

 BELS 評価書 

 社内審査報告書 

 受託者の様式による。 

 （設計中間時に 1～2回審査

し、設計完了時に最終の審査

を行う） 

 設計チェックリスト（指定様

式） 

 現地調査写真 

 撮影年月日、撮影場所を明記 

 ＣＡＤデータ 

ＪＷＷデータにて提出するこ

と。（非圧縮） 

※誤変換のないことをチェッ

クしたものとすること。 

 テレビ電波障害 

  テレビ電波障害予想図 

  テレビ画質判定写真および

評定一覧表 

 テレビ障害対策設計図書

（一般設計に準ずる） 

 共架柱（自営柱、関電柱、

電々柱）の現況写真 

 各調査報告書 

  現況測量調査 報告書一式 

  土質調査 報告書一式 

 ☐日影図（既存建物） 

 ☐ 

 

  

(i) 資料  

  各種技術資料  

  構造計算データ 

  各記録書 

 ☐ 

各一 式 

 

( )部 

 

  

  (注)：構造の成果物は、総合実施設計の成果物の中に含めることができる。 

      ：積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システムＲＩＢＣ２((一財)建築コスト

管理システム研究所)「内訳書作成システム」による。 

     ：各設計図は市と協議の上、設計内容に応じて適宜必要な図面を作成すること。 

     ：成果物の設計図面は、市の指示により縮小二つ折りＡ４判製本各（１）部及び原図サイ

ズ製本各（１）部とし、設計原図はケース収納とする。 
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    ：BIM モデルを成果品として提出する場合は、「BIM 適用事業における成果品作成の手引

き（案）」による。 

     ：電子媒体（ＣＤ-Ｒ）の提出部数は（１）部とする。 

      ：新築及び増築に係る工事費概算書の作成は、「官庁施設の設計段階におけるコスト管理

ガイドライン」による。 

    ：概略工事工程表の作成に当たっては、「工期に関する基準」（最新版）、「公共建築工事に

おける工期設定の基本的考え方」（最新版）を参照し、適正な工期を設定する。 
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設計著作権に関する特約条項 

 

（著作権の帰属） 

第１条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物（以下「本件建築物」という。）が著作権法 

（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に 

該当する場合には、著作権法第２章及び第５章に規定する著作者の権利（以下、「著作権等」とい 

う。）は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものと 

する。 

（著作物等の利用の許諾） 

第２条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、 

受託者は次の各号に掲げる成果物の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。 

一 成果物を利用して建築物を１棟（成果物が２以上の構えを成す建築物の建築をその内容として 

いるときは、各構えにつき２棟ずつ）完成すること。 

二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために 

必要な範囲で、成果物を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること 

又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせるこ 

と。 

２ 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。 

一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。 

（著作者人格権の制限） 

第３条 受託者は、委託者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾す

る。 

２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得 

た場合は、この限りでない。 

一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 

二 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。 

３ 受託者は、前条の場合において、著作権法第１９条第１項及び第２０条第１項の権利を行使し 

ないものとする。 

（著作権等の譲渡禁止） 

第４条 受託者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する受託者の権 

利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は同意を 

得た場合は、この限りでない。 

（著作権の侵害の防止） 

第５条 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないこと 

を、委託者に対して保証する。 

２ 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠 

償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必 

要な措置を講ずるものとする。 



 

 

 

土質調査業務委託仕様書 

 

 

 

 

 

企画財政局 技術監理部 建築課 
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土質調査業務特記仕様書 

１ 概要 

工 事 名 西消防新築工事設計業務委託 

工事場所 尼崎市浜田町 4 丁目 45－1 

計画建物 消防署 構 造 基本設計にて決定 

２ 調査期間 

設計業務委託期間内に別途指示する期間 

３ 調査項目 

ボーリング 18 ｍ × 1 箇所 （試験一覧参照） 

 18 ｍ × 1 箇所 （試験一覧参照） 

 原則、ノンコアボーリングとする。 

乱さない試料採取   1 箇所 

標準貫入試験 標準は１．０ｍごと 

室内土質試験 物理試験 試験一覧参照 

 力学試験 試験一覧参照 

原位置試験 孔内載荷試験   1 箇所 

 現場透水試験   1 箇所 

※ボーリング深度及び試料採取にあたっては、土質の状況を適切に判断し、計画建物

設計に必要なものを実施すること。 

４ 実施要領 

⑴ボーリングは、№１より実施し、予定深度まで進んだ時点で、監督員に連絡すること。 

参考ボーリング図と著しく異なる場合は、監督員の指示に従うこと。 

⑵ボーリング孔は、調査終了後に閉鎖し、その後の工事に支障なき様処理し、転落の危険

を防止すること。 

５ 報告書 

報告書には、一般的事項の他、地盤の圧密状況・沈下の可能性・液状化・杭のネガティ

ブフリクション、水平抵抗について記述する。 

６ その他 

調査位置の地盤高さは、ＫＢＭ及び最寄の水準点より測定のこと。 

調査に先立ち施工計画書を作成し、監督員の承諾を得ること。 

  



4 
 

土質調査業務仕様書 

第１章 共通事項 

一般事項 

1.適用範囲 特記事項以外は、本仕様書及び地質・土質調査業務共通仕様書

（案）令和７年３月２５日版（国土交通省）による。 

2.設計図書 設計図書とは、図面及び仕様書（現場説明書及び現場説明に対す

る質問回答書を含む。）をいう。 

3.現場代理人 調査の性質上、現場代理人は現場管理者（地質調査業者登録規程

でいう。）とする。 

4.疑義に対する処置 設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、監督員の指

示を受ける。 

5.官公署等への手続

き 

調査に必要な官公署への手続きは、速やかに行う。 

6.調査のための設備 給水、排水、ガス、電気等の調査のための設備については、受託

者の負担とする。 

7.調査の実施 ⑴ 調査地点、調査内容及び調査数量は特記によるものとし、調

査の順序、方法、ベンチマークについては、監督員の指示に

よる。 

 ⑵ 設計 深度 到達前 に 目 的を 達 し たとき 、当 該深 度に達

して も調 査目 的を 達しえ な い 時、 予想外 の障 害で 調

査の 続行 が不 可能 な時は 監 督 員に 報告し 、指 示を 受

ける 。 

 ⑶ 現場 の状 況並び に 業 務の 執 行 状況に より 、や むを得

ず当 該調 査内 容の 変更を す る とき は、監 督員 の指 示

を受 ける 。 

8.立ち合い 監督員の立会は、次の場合に行う。 

 ⑴ 調 査 の 着 手 、 完 了 及 び 調 査 中  

 ⑵ 設 計 図 書 に 定 め ら れ た 場 合  

 ⑶ 監 督 員 が 特 に 指 示 し た 場 合  

9.中間報告 各 段 階 の 調 査 、試 験 が 終 了 し た 場 合 は 、結 果 を 整 理 し 、速

や か に 報 告 す る 。  

10.検査 監 督 員 の 検 査 は 、 次 の 場 合 に 行 う 。  

 ⑴ 設計図書に定められた場合 

 ⑵ 監 督 員 の 指 示 し た 工 程 に 達 し た 場 合  
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11.調査地点の表示 調査地点には、頭部に黄色のペイントを塗布し、調査番号を記し

た角杭を設置する。 

12.後片付け 現場作業終了後は、監督員の指示により、ボーリング孔の埋め戻

し、清掃等の跡片付けを行う。 

13.提出書類 受託者の提出書類は、次のとおりとする。ただし、建築設計提出

書類と重複及び同書類に記入可能なものは、省略することができ

る。 

 ⑴ 着 手 時 （ 各 ２ 部 ）  

・ 業 務 計 画 書  

・ 工 程 表  

・ 主 任 技 術 者 届 （ 経 歴 書 共 ）  

・ 現 場 管 理 者 届 （ 経 歴 書 共 ）  

・ 使 用 機 械 の 種 類 、 名 称 、 性 能 等  

・ そ の 他  

 ⑵ 完了時（各２部） 

・報告書（本仕様書 第７章による。） 

14.その他 ⑴ 地元関係者への説明、交渉等は発注者又は監督員が行うもの

とするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力

するものとする。 

なお、施工開始前に周辺住民への案内は受注者において行う

こと。 

これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって

接しなければならない。 

 ⑵ 受注者は、土質調査業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除

去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ

監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地

所有者及び占有者の許可を得るものとする。 

なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者

への許可は発注者が得るものとするが、監督員の指示がある

場合には受注者はこれに協力しなければならない。 
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２ 土質試験 

1.資料の調整  試料調製は、ＪＩＳ Ａ １２０１による。 

2.試験方法 ⑴ 試験方法は次による。 

   

区分 試験項目 試験方法 

物
理
試
験 

土粒子の密度試験 
ＪＩＳ A １２０２ 

（土粒子の密度試験方法） 

土の含水比試験 
ＪＩＳ A １２０３ 

（土の含水比試験方法） 

土の粒度試験 
ＪＩＳ A １２０４ 

（土の粘土試験方法） 

土の液性限界試験 ＪＩＳ A １２０５ 

（土の液性限界・塑性限界

試験方法） 土の塑性限界試験 

＊砂質土の場合は不要 

区分 試験項目 試験方法 

力
学
試
験 

一軸圧縮試験 ＪＩＳ A １２１６ 

（土の一軸圧縮試験方法） 

圧密試験 ＪＩＳ A １２１７ 

（土の段階載荷による 

圧密試験方法） 

透水試験 ＪＩＳ A １２１８ 

（土の透水試験方法） 

三軸圧縮試験 

土質工学会「土質試験法」 

による 直接せん断試験 

（特記による） 
 

 ⑵ 土質試験結果は、土質工学会データシートの様式に準じて整

理する。 
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３ 成果物 

1.提出物 ⑴ 地質調査報告書 ２部 

 ⑵ 土質標本（木箱入） １部 

 ⑶ 柱状図及び配置図（２次原図） １部 

2.報告書の形式及び 

内容 

⑴ 報 告 書 の 大 き さ は Ａ ４ 版 と す る 。  

 ⑵ 報 告 書 の 表 紙 及 び 図 面 に は 、 調 査 名 、 調 査 年 月 日 、 依

頼 主 、 業 者 名 を 明 記 す る 。 報 告 書 の 背 に も 調 査 名 を 明

記 す る 。  

 ⑶ 調 査 概 要 に は 次 の 事 項 を 記 す 。  

・ 調 査 内 容  

・ 調 査 機 器  

・ 調 査 地 の 地 形 、 地 質 的 概 要  

・ 即 応 の 調 査 か ら み た 調 査 地 付 近 の 概 要  

 ⑷ 調 査 結 果 の 整 理  

・ 土 質 柱 状 図  

柱 状 図 に は 、 基 準 点 と の 高 低 関 係 、 地 下 水 位 （ 孔 内

水 位 ） の 他 ボ ー リ ン グ 及 び 標 準 貫 入 試 験 の 結 果 を 、

土 質 工 学 会 デ ー タ シ ー ト の 様 式 に 準 じ て ま と め る 。  

・ 推 定 地 層 断 面 図  

断 面 の 方 向 に つ い て は 、 監 督 員 と 協 議 し て 決 め る 。

な お 、 断 面 図 に は 標 準 貫 入 試 験 結 果 も 併 記 す る 。 地

層 分 類 は 、 日 本 統 一 土 質 分 類 法 に よ る 。  

・ 土 質 試 験 結 果  

土 質 試 験 結 果 は 、 土 質 工 学 会 デ ー タ シ ー ト の 様 式 に

準 じ て 整 理 す る 。  

・ 調 査 結 果 の 考 察  

調 査 結 果 に 基 づ き 、 調 査 地 の 地 質 的 考 察 及 び 構 造 物

の 設 計 、 施 工 上 の 所 見 を 記 入 す る 。  

・ 現 場 写 真 （ カ ラ ー ）  

着 手 前 の 調 査 場 所 及 び 付 近 の 状 況 、並 び に 調 査 状 況・

残 尺 ・ 検 尺 を 撮 影 し 整 理 す る 。  
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第２章 機械ボーリング 

１ 目的 

機械ボーリングは、主として土質及び岩盤を調査し、地質構造や地下水位を確認すると

ともに、必要に応じて試料を採取し、あわせて原位置試験を実施するために行うことを目

的とする。 

 

２ 土質の分類 

土質の分類は、JGS0051（地盤材料の工学的分類方法）によるものとする。ロータリー

式ボーリングを原則とする。 

 

３ 調査等 

１ ボ ーリ ング機 械 

回転 式ボ ーリ ング機械を使 用す るもの とし、所定 の方向 、深度 に対して十

分余 裕の ある 能力を持つも ので なけれ ばならない 。 

２ ボ ーリ ング位 置、深 度及 び数 量 

⑴ボ ーリ ングの 位置・方向・深度・孔径及 び数量 につ いて は設計図書に よる

もの とす る。 

⑵ 現 地 にお け る ボ ー リン グ 位 置の 決 定 は 、 原則 と し て監 督 員 の 立 会の う え

行う もの とし、 後日調査位 置を 確認で きるように しなけ れば ならない。 

３ 仮設 

足場 、やぐ ら等 は作 業完了 まで資 機材 類を安定かつ 効率 的な 作業が行え

る状 態に 据付 るとともに、資 機材 類に ついても安全 かつ 使い やすい位置に

配置 し、ボ ーリ ング や原位 置試験 等に 要する作業空 間を 良好 に確保するよ

う設 置し なけ ればならない 。 

４ 掘進 

⑴孔 口は ケー シングパイプ 又は ドライ ブパイプで 保護す るも のとする 

⑵ 崩 壊 性 の 地 層 に 遭 遇 し て 掘 進 が 不 可 能 に な る 恐 れ の あ る 場 合 は 、 泥 水 の

使 用 、 も し く は ケ ー シ ン グ パ イ プ の 挿 入 に よ り 孔 壁 の 崩 壊 を 防 止 し な け

れば なら ない。 

⑶原 位置 試験、サン プリン グの 場合は それに先立 ち、孔 底の スライムをよ く

除去 する ものと する。 

⑷掘 進中 は掘進 速度、湧水・逸水 量、スライムの 状況等 に注 意し、変化の 状

況を 記録 しなけ ればならな い。 

⑸ 未 固 結 土 で 乱 れ の 少 な い 試 料 採 取 を 行 う 場 合 に は 、 土 質 及 び 締 ま り 具 合

に 応 じ た サ ン プ ラ ー を 用 い 、 採 取 率 を 高 め る よ う に 努 め な け れ ば な ら な

い。  

⑹孔 内水 位は、毎 作業日 、作 業開 始前に 観測し 、観測日 時を 明らかにして お
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かな けれ ばなら ない。 

⑺ 岩 盤 ボ ー リ ン グ を 行 う 場 合 は 、 原 則 と し て ダ ブ ル コ ア チ ュ ー ブ を 用 い る

も の と し 、 コ ア チ ュ ー ブ の 種 類 は 岩 質 に 応 じ て 適 宜 使 い 分 け る も の と す

る。  

⑻ コ ア チ ュ ー ブ は コ ア の 採 取 毎 に 水 洗 い し て 、 残 渣 を 完 全 に 除 去 し な け れ

ばな らな い。 

⑼掘 進中 は孔曲 がりのない よう に留意 し岩質、割 れ目 、断 層破 砕帯、湧水 漏

水等 に充 分注意 しなければ なら ない。特に 湧水に つい ては、その 量のほ か、

必要 があ れば水 位（被圧水 頭） を測定 するものと する。 

⑽ 試 料 を 採 取 す る オ ー ル コ ア ボ ー リ ン グ ※ １ の 場 合 は 、 詳 細 な 地 質 状 況 の

把握 が行 えるよ う、観察に 供す るコア を連続的に 採取す るこ ととする。 

試料 を採 取し ない場合はノ ンコ アボー リング※２ を行う こと とする。 

ノ ン コ ア ボ ー リ ン グ 又 は オ ー ル コ ア ボ ー リ ン グ の 適 用 は 特 記 仕 様 書 に よ

る。  

※ １  オ ー ル コ ア ボ ー リ ン グ と は 、観 察 に 供 す る コ ア を 連 続 的 に 採 取 す る ボ ー リ ン グ で 、試 料 箱

（ コ ア 箱 ） に 納 め 、 採 取 し た コ ア を 連 続 的 に 確 認 し 、 詳 細 な 地 質 状 況 の 把 握 が 可 能 な も の を

い う 。  

※ ２  ノ ン コ ア ボ ー リ ン グ と は 、コ ア を 採 取 し な い ボ ー リ ン グ で 、標 準 貫 入 試 験 及 び サ ン プ リ ン

グ （ 採 取 試 料 の 土 質 試 験 ） 等 の 併 用 に よ る 地 質 状 況 の 把 握 が 可 能 な も の を い う 。  

５ 検尺 

⑴ 予 定 深 度 の 掘 進 を 完 了 す る 以 前 に 調 査 の 目 的 を 達 し た 場 合 、 又 は 予 定 深

度 の 掘 進 を 完 了 し て も 調 査 の 目 的 を 達 し な い 場 合 は 、 監 督 員 と 協 議 す る

もの とす る。 

⑵掘 進⾧ の検尺 は、調査目 的を 終了後 、原則とし て監督 員が 立会のうえロ ッ

ドを 挿入 した状 態で残尺を 確認 した後 、ロッドを 引き抜 き、全ロッド⾧の

確認 を行 うもの とする。 

 

４ 成果物 

⑴調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図（着色を含む） 

⑵作業時の記録及びコアの観察によって得た事項は、地質・土質調査成果電子納品要領

（国土交通省・平成 28 年 10 月）に従い柱状図に整理し提出するものとする。 

⑶採取したコア提出の要否は監督員より指示する。提出が必要な場合は採取したコア

は標本箱に収納し、調査件名・孔番号・深度等を記入する。 

なお、未固結の試料は、1ｍ毎又は各土層ごとに標本ビンに密封して収納するものと

する。 

⑷コア写真は、調査件名、孔番号、深度等を明示して撮影（カラー）し、整理するもの

とする。 
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第３章 サンプリング 

１ 目的 

乱さない試料のサンプリングは、室内力学試験に供する試料を、原位置における性状を

より乱れの少ない状態で採取することを目的とする。 

 

２ 採取方法 

不 攪 乱 試 料 の 採 取 に 使 用 す る サ ン プ ラ ー の 種 類 、サ ン プ ル の 採 取 深 度 は 、特 記

に よ る 。 特 記 な き 場 合 、 サ ン プ ラ ー の 種 類 は デ ニ ソ ン 型 と す る 。  

１ シンウォールサンプリングは、軟弱な粘性土の試料を採取するもので、採取 方法及

び器具については、JGS 1221（固定ピストン式シンウォールサンプラー による土試料

の採取方法）によるものとする。 

２ デニソンサンプリングは、中程度の硬質な粘性土の試料を採取するもので、 採取方

法及び器具については、JGS 1222（ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採

取方法）によるものとする。 

３ トリプルサンプリングは、硬質の粘性土、砂質土の試料を採取するもので、 採取方

法及び器具については、JGS 1223（ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採

取方法）によるものとする。 

 

３ 試料の取扱い 

１ 受注者は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないように取り扱い

に注意するものとする。ただし、凍結などが必要な場合は、監督員と協議するものとす

る。 

２ 受注者は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬するものとする。 

３ 受注者は、採取した試料を運搬する際には、衝撃及び振動を与えないようフォームラ

バー等の防護物を配し、静かに運搬するものとする。 

 

４ 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

⑴採取位置、採取深さ、採取⾧ 

⑵採取方法 
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第４章 サウンディング 

第１節 標準貫入試験 

１ 目的 

標準貫入試験は、原位置における地盤の硬軟や、締まり具合の判定、及び土層構成を 

把握するための試料採取することを目的とする。 

 

２ 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1219（標準貫入試験方法）によるものとする。 

２ 試験の開始深度は、設計図書によるものとする。 

３ 試験は、原則として１ｍごとに実施すること。ただしサンプリングする深度、本試験

が影響すると考えられる原位置試験深度はこの限りではない。 

４ 打込完了後ロッドは１回転以上してからサンプラーを静かに引上げなければならな

い。 

５ サンプラーの内容物は、スライムの有無を確認して採取⾧さを測定し、土質・色調・

状態・混入物等を記録した後、保存しなければならない。 

 

３ 成果物 

試験結果及び保存用試料は、JIS A1219（標準貫入試験方法）及び地質・土質調 査成果

電子納品要領（国土交通省・平成 28 年 10 月）に従って整理し提出するものとする。 

 

第２節 スクリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式 サウンディング試験） 

１ 目的 

スクリューウエイト貫入試験（旧 スウェーデン式サウンディング試験）は、深さ 10ｍ

程度の軟弱地盤における土の静的貫入抵抗を測定し、その硬軟若しくは締まり具合又は

土層の構成を判定することを目的とする。 

 

２ 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1221（スクリューウエイト貫入試験方法（旧スウェーデ

ン式サウンディング試験方法））によるものとする。 

２ 試験中、スクリューポイントの抵抗と貫入中の摩擦音等により土質を推定し、可能な

場合は、土質名とその深度を記録するものとする。 

３ 試験中、目的の深度に達する前までに、礫などにあたり試験が不可能になった場合は

監督員と協議しなければならない。 

４ 試験終了後、地下水が認められた場合は、可能な限り水位を測定し記録するものとす

る。 
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３ 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

⑴調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図（着色を含む） 

⑵試験結果は、地盤土質工学会記録用紙、報告書用紙の JIS A 1221（スクリューウエイト

貫入試験方法（旧 スウェーデン式サウンディング試験方法））により整理し提出するも

のとする。 

 

第３節 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 

１ 目的 

機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験は、軟弱地盤の原位置における土

のコーン貫入抵抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合、又はその地盤構成を判定するこ

とを目的とする。 

 

２ 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A1220（機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入

試験方法）によるものとする。 

２ 先端抵抗測定中及び外管圧入中に貫入抵抗が著しく変化する場合には、その深度

においても測定するものとする。 

３ 試験中、目的の深度まで達する前に、礫などにあたり試験が不可能になった場合は

監督員と協議するものとする。 

 

３ 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

⑴調査位置案内図、調査位置平面図 

⑵試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙を使用して JIS A1220（機械式コーン

（オランダ式二重管コーン）貫入試験方法）により整理するものとする。 
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第５章 原位置試験 

第１節 孔内載荷試験 

１ 目的 

孔内載荷試験は、ボーリング孔壁に対し、垂直方向へ加圧し、地盤の変形特性及び強度

特性を求めることを目的とする。 

 

２ 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JGS 1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ

試験」及び JGS 3532「ボアホールジャッキ試験」によるものとする。 

２ 試験に際しては目的や地質条件等を考慮して適切な箇所を選定するものとする。 

 

３ 測定 

孔内載荷試験は、等圧分布載荷法又は等変位載荷法によるものとする。 

⑴点検とキャリブレーション 

試験に先立ち、試験装置は入念な点検とキャリブレーションを行わなければならない 

⑵試験孔の掘削と試験箇所の確認 

試験孔の孔壁は試験精度をよくするために孔壁を乱さないように仕上げなければなら

ない。なお、試験に先立って試験箇所の地質条件等の確認を行うものとする。 

⑶試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。 

⑷最大圧力は試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。 

⑸載荷パターンは試験目的、地質条件等を考慮し適切なものを選ばなければならない。 

⑹加圧操作は速やかに終え、荷重および変位量の測定は同時に行う。測定間隔は、孔壁に

加わる圧力を 19.6KN/m2 ピッチ程度または、予想される最大圧力の 1/10～1/20 の荷

重変化ごとに測定し、得られる荷重速度～変位曲線ができるだけスムーズな形状とな

るようにしなければならない。 

 

４ 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

⑴試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 

⑵荷重強度－変位曲線 

⑶地盤の変形係数 

⑷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS 1531「地盤の指標値を求

めるためのプレッシャーメータ試験」及び JGS 3532「ボアホールジャッキ試験」

により整理し提出するものとする。 
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第２節 地盤の平板載荷試験 

１ 目的 

平板載荷試験は、地盤に剛な載荷板を介して荷重を加え、この荷重の大きさと載荷板の

沈下との関係から、応力範囲の地盤の変形特性や支持力特性、道路の路床・路盤などでは

地盤反力係数を求めることを目的とする。 

 

２ 試験等 

試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。 

⑴地盤の平板載荷試験は、JGS 1521（平板載荷試験方法）によるものとする。 

⑵道路の平板載荷試験は、JIS A1215（道路の平板載荷試験方法）によるものとする。 

 

３ 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

⑴試験箇所、試験方法、測定値 

⑵地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙の JGS 1521（平板載

荷試験方法）により整理し提出するものとする。 

⑶道路の平板載荷試験の試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙の JIS A1215（道

路の平板載荷試験方法）により整理し提出するものとする。 

 

第３節 現場透水試験 

１ 目的 

現場透水試験は、揚水又は注水時の流量や水位を測定し、地盤の原位置における透水係

数及び平衡水位（地下水位）を求めることを目的とする。 

 

２ 試験等 

試験方法及び器具は、JGS 1314（単孔を利用した透水試験方法）によるものとする。 

 

３ 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

⑴調査位置、深さ、調査方法、測定値 

⑵試験結果は、地盤工学会記録用紙 1314 によるものとする。 
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第６章 解析等調査業務 

１ 目的 

１ 解析等調査業務は、調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し地質・

土質調査で得られた資料を基に、地質断面図を作成するとともに地質土質に関する総

合的な解析とりまとめを行うことを目的とする。 

２ 適用範囲は、ダム、トンネル、地すべり、砂防調査等の大規模な業務や技術的に高度

な業務を除くものとする。 

 

２ 業務内容 

１ 解析等調査業務の内容は、次の各号に定めるところによる。 

２ 既存資料の収集・現地調査は以下による。 

⑴関係文献の収集と検討 

⑵調査地周辺の現地調査 

３ 資料整理とりまとめ 

⑴各種計測結果の評価及び考察 

⑵異常データのチェック 

⑶試料の観察 

⑷ボーリング柱状図の作成 

４ 断面図等の作成 

⑴地層及び土性の工学的判定 

⑵土質又は地質断面図等の作成。なお、断面図は着色するものとする。 

５ 総合解析とりまとめ 

⑴調査地周辺の地形・地質の検討 

⑵地質調査結果に基づく土質定数の設定 

⑶地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定 

⑷地盤の透水性の検討（現場透水試験や粒度試験などが実施されている場合） 

⑸調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものでなく、基 礎形式の適

用に関する一般的な比較検討） 

⑹設計・施工上の留意点の検討（特に、切土や盛土を行う場合の留意点の検討） 

 

３ 成果物 

成果物は、現地調査結果、ボーリング柱状図、地質又は土質断面図及び業務内容の検討

結果を報告書としてとりまとめ提出するものとする。 

 



標準貫入試験
№1 深度 ｍ （室内土質試験・原位置試験） ※50ｍを越える場合は補正係数あり（2-2-4）
№2 深度 m （室内土質試験）

原位置試験
ボーリング孔内載荷試験    1 箇所 
現場透水試験 1 箇所 

室内土質試験一覧 

№1、№2室内土質試験一覧

記号 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
層厚 1.7 1.5 1.0 5.5 3.1 0.9 1.5 2.9
深度 1.7 3.2 4.2 9.6 12.7 13.6 15.1 18.0

種類 粘土 ﾚｷ ﾚｷ 砂 粘土 砂 ﾚｷ 玉石
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇
〇
〇圧密試験

土の液性限界試験
土の塑性限界試験

一軸圧縮試験

土粒子の密度試験
土の含水比試験
土の粒度試験

三軸圧縮試験

18.0
18.0

西消防新築工事設計業務委託

室内試験一覧



D1
D2
D3

D4

D5

D6
D7

D8



尼崎市公募プロポーザル
企　画　書

　令和８年４月　

業務名称 西消防署新築工事設計業務　

担当課 企画財政局 技術監理部 建築課



１　プロジェクトの概要

２　プロジェクトの視点

３　敷地の状況

４　付近見取図

５　敷地状況図

６　敷地周辺現況写真

目　　　　　次



項　　目

予定敷地

用途地域 近隣商業地域/第2種住居地域/第1種住居地域 防火地域

高度地区 第3種/第4種高度地区 その他地域・地区

容積率 建ぺい率

200,300 60,80

構造規模 基本設計にて決定 延べ面積 約1,300 ㎡

基本設計

実施設計

委託上限額 82,510,000円（税抜） 工事期間

地域の特徴
周辺の状況

・現西消防署老朽化に伴う移転工事
・敷地東側には道意線、南側に国道2号線があり、車両の交通量が多い。
　西側には、飲食店、南西側には交番があり、北側は民間にて活用予定である。

  個別設計 （透視図、日影図、その他各種申請等）

施設内容・
必要諸室

設計期間
契約締結日から令和9年2月28日

令和8年3月1日から令和9年11月30日

約14か月

１　プロジェクトの概要

内 容

尼崎市浜田町4丁目45－1

防火地域/準防火地域

設計業務

㎡

■消防署本体
　【執務スペース】
　　事務室、会議室、研修室、訓練室、倉庫、書庫、市民相談室、日勤者更衣室、通信機械室
　【車庫スペース】
　　車庫（非常用車両以外）、通信室（受付）、出動準備室、救急消毒室
　【生活スペース】
　　仮眠室（男性、女性）、2F便所（男性、女性）、食堂、リネン室、浴室、脱衣室
　　洗面室、洗濯室、清掃員室
　　（女性用更衣室内に女性用の仮眠室、便所、浴室、脱衣室、洗面室、洗濯室を設ける）

■屋外施設
　非常用車両車庫、一般倉庫、少量危険物倉庫、ポンプ室、公用・来庁者用駐輪場
　公用・来庁者用駐車場、ホース乾燥用タワー及びホース洗い場
　ダストボックス、掲示板、太陽光発電設備

■災害時の自立機能
　非常用電源（72時間対応）

■配置人員　　：  52人程度（毎日勤務者6人、2交代制勤務者46人程度）
　一日の勤務者：  21～23人程度（毎日勤務者6人、2交代制勤務者15～17人程度）

※詳細は別紙1参照

  基本設計　(配置、平面計画、立面計画等）

  実施設計 （設備設計業務含む）

2,239.58敷地面積

16ヶ月



内 容

　本事業は現西消防署の老朽化（令和8年12月で築56年）により、下記の考え方に

基づき整備する。

・市民の生命、身体を災害から守るため、消防業務を円滑に遂行できる消防署とする。

・消防力の強化に必要な訓練環境を備えた消防署とする。

・自然災害時及び感染症拡大期においても、安定した消防業務が継続できる消防署とする。

・地域住民にとって安全・安心のシンボルとなる消防署とする。

・ZEB Ready認証及び太陽光発電設備設置を前提とした環境と経済性に配慮した消防署と

　する。

１　ZEBについて

    ZEB Readyの認証取得に向けた実現可能性の高い省エネルギー対策による環境負荷

　　の低減と、ライフサイクルコスト縮減(イニシャル及びランニング共)に係る具体的な

　　手法などについて、施設の特性を踏まえ総合的に考えること。

２　訓練環境の充実について

    消防車両を配置した中で、庁舎の外壁、ベランダ、階段踊場、屋上を総合的に活用した

    立体的な訓練ができるよう十分な訓練スペースを確保すること。

３　出動動線を考慮すること。

　⑴　車庫について

　　ア　はしご車　　　　　　　（幅）2.50 ｍ（長さ）11.50 ｍ（高さ）4.25 ｍ

　　イ　化学車　　　　　　　　（幅）2.40 ｍ（長さ） 7.65 ｍ（高さ）4.05 ｍ

　　ウ　タンク車　　　　      （幅）2.25 ｍ（長さ） 7.11 ｍ（高さ）3.49 ｍ

　　エ　ポンプ車　　　　　　　（幅）1.89 ｍ（長さ） 5.81 ｍ（高さ）3.25 ｍ

　　オ　救急車　2台　　 　　　（幅）1.89 ｍ（長さ） 5.65 ｍ（高さ）3.13 ｍ

　　カ　指揮車　　　　　　　　（幅）1.79 ｍ（長さ） 4.73 ｍ（高さ）2.59 ｍ

　　キ　非常用救急車　　　　  （幅）1.89 ｍ（長さ） 5.65 ｍ（高さ）3.13 ｍ

　　・ア～カについては、一斉に安全かつ迅速に国道2号線および道意線へ出動できる間口を

      確保すること。

　　・キは、屋外車庫とし、複数回切り返すことなく出動できる配置とすること。

　　・将来の車両の大型化、車種変更等対応可能な余裕をもった車庫配置とすること。

　　・出動、点検のため各車両の前後左右に1ｍのスペースを確保すること。

      (隣合う車両間は2ｍ)

　　・歩道を使用せず後退駐車が可能な前方空間を計画すること。

　　・車庫内に出動準備室を設け、その室内に防火衣ロッカー(H2,700、W700、D700）66台を

　　　設置し、出動時に迅速に着衣できるスペースを確保すること。

　⑵　事務室について

　　　来客者の動線と出動動線を分離し、出動時の安全性と迅速性を確保すること。

　⑶　生活スペース

　　ア　執務スペースと生活スペースを分離し、市民等が誤って生活スペースに入ることの

　　　ないようにすること。

　　イ　生活スペースからスムーズに出動できるような導線とすること。

　　ウ　仮眠室は個室とし、男性仮眠室内にはベッド(W2,150、D1,070)、更衣ロッカー

　　　2つを収納でき、仮眠中の出動についても迅速に出動できるようにすること。

　　エ　2階生活スペースの共有部分は人感センサー照明とすること。

４　非常用発電機を設置すること。

　　・72時間以上の非常用発電設備を設置し、停電時にも業務継続可能とすること。

５　地域の防災拠点として、災害に耐え得る構造とすること。

６　救急消毒室扉を自動扉にし、車庫と消毒室は段差なくストレッチャーが出入りできること。

７　車庫シャッターの開閉は、電動開閉とすること。

※敷地西側境界付近に地中埋設物(柱状改良杭6本φ700mm、長さ1,500mm)あり。

　(建物と近接しており、撤去すると隣接地の地盤に影響を及ぼすため有用工作物として

　 存置している。)

※道意線については既存切り下げの拡張やガードレール、外灯、電柱等の移設等について

　各関係課と協議すること。

※国道2号線については既存切り下げの拡張や歩道と車道の縁石の撤去等を計画すること。

　また接道している道路へ消防車出入口等の表示も行うこと。

提
案
に
あ
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て
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す
る
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２　プロジェクトの視点
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・国道2号線及び道意線といった幹線道路から一目で消防署と分かり、地域の安全・安心を

守るシンボルとなるようなデザインとすること。

・国道2号線及び道意線といった幹線道路沿い等との調和を図ること。

・ユニバーサルデザインに配慮したサインや窓口の計画を行い、すべての利用者に親しみ

やすくわかりやすい消防署となるよう配慮する。

(都市計画上の制限・接道状況・敷地内高低差・道路との高低差など）

・建物の高さ規制に留意すること。

・21,000kg程度のはしご車(幅)2.5ｍ(長さ)11.5ｍ(高さ)4.25ｍが出入りすること

  から、動線を確保するとともに、耐え得る耐荷重とすること。

・敷地東側又は南側(道路側)に、掲示板、ゴミ置き場を設置すること。

・太陽光発電設備を設置すること。（自家消費できる規模とし、蓄電池は設置しない。）

デ
ザ
イ
ン
・
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備 考

敷 都市計画等の中の位置づけ

地

接道状況

道路巾員

公道・私道の　種別

敷地との高低差

道路の機能

（接道機能など）

境界石標 （ 7 箇所 ）

障害物

地上 （家屋 ）

（立木 本）

（基礎 旧図）

（井戸 ）

（その他 ）

地中（埋設管等） （・旧建築物の地中構造体 ・電力線路 ・通信線路 旧尼崎南警察署西分庁舎の既存杭

・給水管 ・排水管 ・ガス管 ・消火管 PC杭　φ700　L＝15.0m　6本

・　　　　　　　　　　　　　　　）

上空（高圧電線等） （・電力線路 ・通信線路 ）

隣接建物、工作物 （ ）

・規模 （　　　　　 ）㎡くらい

・地業 （ 杭 ）

敷地の前歴、盛土等 尼崎南警察署西分庁舎 ）

・盛土の経過年数（ ）年

・前施設の名称（

土質調査資料 ・当敷地 浜田小学校

構内既存建物資料 （建築基準法計画通知用）

・ （ 棟、 ㎡）

・建築面積　　　　 ㎡　　延べ面積 ㎡　

・配置図

都 斜線制限（道路、隣地） ・東側：（　道路斜線　　　　　　　　） 　道路幅員 東： m

市 ・西側：（　隣地斜線　　　　　　　　　） 西： m

計 ・南側：（　道路斜線　　　　　　 　） 南： m

画 北： m 第3種高度地区

高さ制限 （ ）ｍ以上 第4種高度地区

壁面後退 （ ）ｍ

日影制限 ・敷地境界から10ｍ超（　 ）時間

・敷地境界から5ｍ超10ｍ以内（　 4 ）時間

建築･設備に関する条例 開発行為 消防設備の付加

日照 電波障害対策

緑化 都市景観

駐車場 屋外広告物

騒音、振動

県福祉のまちづくり

兵庫県建築基準条例

市条例・県条例

約28

尼崎西交番、飲食店

・北側：（　隣地斜線、高度地区による斜線制限）　　　　

－

2.5

7

約11.5

・周辺

－公道

東

0m

西

公道

0m

３　敷地の状況

－約11.5m

南 北

項 目 内 容

－約28m

池 沼

盛土

河川 その他（

施設

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有 無 有

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有

池 沼

盛土

河川 その他（

施設

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有 無 有

無 有

無 有

無 有



■計画地　 付近見取り図

４　付近見取り図

計画敷地



（方位・縮尺・レベルなど明記）
■計画敷地状況図

５　敷地現況図
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６　敷地周辺現況写真



⑦ ⑧

６　敷地周辺現況写真



必要諸室等一覧 別紙1　

部門 室名 室数 面積（㎡） 諸室条件

無線LANアクセスポイント用配管を設けること

車庫 1 300
常用消防車両７台を想定
排気ガスが車庫内に充満しない排気構造とすること
車庫内に、一人一つ長靴、運動靴を収納できる棚を設置すること

出動準備室 1 出動時隊員が集中する場所であり、隊員が防火衣を素早く着用できる配置とすること。

救急消毒室 1
救急車の車庫の後方に設置
救急車駐車位置からそのままストレッチャーが消毒室に入れるような導線が必要
汚染物質を洗浄できるよう、洗浄シンク、シャワー室、収納棚を設置

1階男性トイレ 1 1階に洋便器2つ、小便器2つを設置

1階女性トイレ 1 1階に洋便器1つを設置

多目的トイレ 1 オストメイト対応、車椅子使用者も使用可能とすること

倉庫 -

ホース・ボンベ庫 -

ポンプ室・オイルタンク室 -

通信室（受付） 1 12 来庁者を容易に把握できる配置とし、車庫との導線も考慮すること

食堂 1 49 キッチン1台を設置すること。冷蔵庫2台、食器棚の設置置場の確保

会議室 1 可動間仕切り等を設置し、研修室と一体で使用できるようにすること

研修室 1 講習会や研修時に使用、会議室と一体で使用できるようにすること

訓練室 1 雨天時にも簡易訓練ができるように耐久性のある床・壁の仕上とすること

倉庫（研究室用） 1 15 消耗品、備品等を収納する倉庫

日勤者更衣室 1 12 ロッカー６台を設置予定

書庫 1 45 台帳等を収納する一般書庫

市民相談室 1 8 市民等の応対スペース

事務室 1 147
OAフロアとし、机等のレイアウト変更を容易にできること
簡易給湯コーナーを設置すること（小冷蔵庫を設置予定）
省スペースで収納力のある書庫、収納棚を設置すること

男性仮眠室 23 138 各室（3×2ｍ）ベッド1台、ロッカー2台、エアコンを設置予定

女性仮眠室 2 41 個室ﾄｲﾚ(洋式1)、洗面台、ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ、ﾍﾞｯﾄﾞ(個室)2台、更衣ﾛｯｶｰ4台を設置

通信機械室 1 6
通信室の直上階（2階）付近に設置し、1階が水没しても稼働可能なように
重要なシステム機器を2階に設置すること

2階男性トイレ 1 2階に洋便器2つ、小便器2つを設置

2階女性トイレ 1 2階に洋便器1つを設置

リネン室 1 9 リネン搬入に適した仕様とすること

給湯室 1 ↑ 面積は食堂に含む

洗面室・洗濯室 1 11 洗面台、洗濯機、ガス衣類乾燥機各2つを設置すること

浴室・脱衣室・ロッカー 1 26 ユニットバス（シャワー2つ）を設置（2室）

その他共用部等 - 237

清掃員控室 1 6

非常用車両
屋外車庫

- 22
非常用車両を1台を入庫し、両サイドには収納棚を設置すること
前面はシャッターにて手動で開閉できること

一般倉庫 - 50
10ｍ×5ｍ程度
消耗品、備品等を収納する倉庫。別途危険物倉庫を設置する。

ホース・ボンベ庫 -

オイルタンク室・ポンプ室 - 8.2ｍ×5ｍ程度

危険物倉庫 - 6 2m×3m程度

ホースタワー - -
ホース20本程度を掛ける想定（片側10本×両面）
ホース洗い場を設置すること

公用駐車場(来客用共) - - 2台程度を想定(白線、車輪止め)

公用駐輪場 - -
屋根、照明付き駐輪場(公用原付2台、公用自転車6台、職員用自転車等10台に加え、来客
者用自転車3台程度を想定)

合計面積（参考）

消防署本体 1077 ㎡

共用部 237 ㎡ ・共用部とは、玄関・廊下・階段等を想定している。

合計面積 1314 ㎡

屋
外
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全体

85

24

41


